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裁　決　書

審査請求人゛ “ 舞 ゛

上記霽査請求人（以下「請求人」という。）から平成１９年５月９日に提起さ
れた荒尾市福祉事務所長（以下「処分庁」という。）が行った平成１９年３月２
６日付け荒福祉第７５号の生活保護廃止処分（以下「本件処分」という。）に関
する審査請求について、次のとおり裁決する。　　　Ｉ

荒尾市福祉事務所長が平成１
護廃止処分を取り消す。

第 １

１

主　文
９年３月２６日付け荒福祉第７５号で行った保

理　由

審査請求の主旨及び請求人の主張
審査請求の趣旨　　　　　、
本件審査請求の趣旨は、処分庁が平成１９年３月２６日付けで行った本

件処分の取消しを求めるものである。　　　　一　　　　　　　　　　∧

２　請求人の主張
本件審査請求の理由は、･㎜1 の｡間は保護の廃止を行うのではなく、

一時停止が妥当と請求人は考えており、保護の廃止は違法又は不当である
と主張しているものと解される。

第２
１
当庁の認定事実及び判断　／
認定事実
調査したところ、次の事実が認められる。

（１）平成１９年１月１０日、請求人は、健康状態が不良のため仕事がで
きないとして処分庁に生活保護を申請した。

（２）平成１９年２月１４日、処分庁はヶ－ス診断会議を開催し、生活保
護の必要性を認め、申請日付けで保護を開始した。

（３）平成１９年２月１９日、請求人は生活保護の開始手続きのために処



分庁に来所し、求職活動のため処分庁の庁舎内にある職業相談室で登
録を行った。また、処分庁の職員はその際に、今後は自立に向け求職
活動に力を入れるよう請求人に対し口頭で指導を行った。

（４）平成１９年３月８日、処分庁の職員が状況調査のため請求人宅を訪
問し、請求人の求職状況を質問したところ、一度大牟田市のハローワ
ークに行ったと請求人’は回答した。その際、処分庁の職員は今後は荒
尾市の職業相談室も利用しj、求職活動を進めていくよう指導した。

（５）平成１９年３月１９日、㎜ の職員から電話で請求人が本日
からー されているとの連絡が入った。その内容は、次のとおり
であった。
請求人は平成１８年１２月１３日に =縊 ………j

匸 ）

ｊ
．
Ｓ
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３
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｀

人 　
にな った 。

（６）平成１９年３月２３日、処分庁は平成１９年３月２０日付けで生活
保護を廃止した。

（７）平成１９年５月２５日、処分庁は弁明書を当庁に提出した。

２　判断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。、
本件の争点は、処分庁が行った生活保護の廃止処分が妥当であったのか、

ということであるので、こめ点について判断する。
厚生省社会局保護課長通知（昭和３８年４月１日社保第３４号）問（第

７の↑ ２）において保護の停止又は廃止の取扱い基準が示されている。こ
れによると。保護を廃止すべき場合として、「当該世帯における定期収入の
恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等により、以後特別な事由が生
じないかぎり、保護を再開する必要がないと認められるとき」と、「当該世
帯における収入の臨時的な増加、最低生活費の臨時的な減少等により、以
後おおむね６箇月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められると
き」の２点が示されている。
また、保護を停止すべき場合として 、「当該世帯における臨時的な収入の

増加、最低生活費の減少等により、一時的に保護を必要としなくなった場
合であって、以後において見込まれるその世帯の最低生活費及び収入の状
況から判断して、おおむね６箇月以内に再び保護を要する状態になること
が予想されるとき」と規定されている。
これを本件についてみると、請求人の㎜ は平成１９年６月２６日

までの予定との連絡があっており、就職先が見つかっていない状態で舜
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唾 となったため、保護廃止から約３か月後の労役留置の終了時には再び
要保護状態になることも予想される。
弁明書において処分庁は ー にかかる期間については不確

定要素が強く、６か月を超えて保護を要しない状態が継続すると認められ」
としているが、そのことを裏づける調査は行われておらず、処分庁の推測
の域を出ていない。　　　一　　　　　　　　　　　卜
従って、本件処分は、国が示した取扱い基準を逸脱するもので不当と言

わざるを得ず、停止処分が妥当であったと判断する。

3二結論
以上のとおり、本件処分は合理的な理由を欠いているので、行政不服審
査法第４０条第３項の規定により、主文のとおり裁決する。

平成１９年名月１８日

熊本県知事 潮　谷　義

この裁決に不服があるときは、この裁決があったことを知った日の翌日から
起算して３０日以内に、厚生労働大臣に対し再審査請求をすることができます。
ただし、裁決があったことを知・つた日の翌日から起算して３０.日以内であっ

ても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると再審査請求をする
ことができなくなります√
この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、この裁決の前提となる本件処分をした処分庁の所属する荒尾市
を被告として（訴訟において荒尾市を代表する者は荒尾市長となります。）処分
め取消しの訴えを、又は熊本県を被告として（訴訟において熊本県を代表する
者は熊本県知事となります。）この裁決の取消しの訴えを提起することができま
す。ただし、裁決があうたことを知った日の翌日から起算して６か月以内であ
っても、裁決があった日の翌日から起算して１年を経過すると本件処分又は裁
決の取消しの訴えを提起することができなくなります。


